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【報告事項５】景観まちづくりの取組状況について 

１ 地域ごとの景観まちづくりの推進

良好な景観の形成のためには、身近な地域の景観の魅力を高めていくことが必要不可欠です。
平成 27 年度に実施した市民アンケートの結果では、札幌市全体の景観の印象について、約８割の市民が
「魅力がある」と回答したのに対し、この質問を居住している地域に限ってしたところ、その割合は５割強
に留まっていることからも、今後、地域の特性を生かした魅力的な景観の形成に向けて取り組む「景観まち
づくり」を推進していくことは、重要であると考えられます。 
このことから、札幌市では、地域住民等が主体的に関わる景観まちづくりの取組を支えるための仕組みと
して、札幌市景観条例に基づく「景観まちづくり指針」を制度化しています。

※「景観まちづくり指針」は、地域が主体的に景観まちづくりの取組を行うことで共有された、地域特
性に応じた地域の景観の目指すべき姿や、良好な景観を形成するための基準、そして良好な景観形成
につながる地域の活動などについて、地域と市の協働により指針としてまとめ、策定するものです。 

２ 「景観まちづくり指針」の策定状況について

現在、４地区で景観まちづくり指針を策定し、地域の良好な景観形成に向けた取組を支援しており、その
ほか、３地区で景観まちづくり指針策定に向け、地域での取組が始まっています。 

３ 令和元年度の景観まちづくりの取組状況について
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＜景観まちづくり指針に定めることができる内容＞ 

目標・方針 対象区域 景観形成の基準 届出対象行為 良好な景観形成に資する活動


